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門
を
養
子
と
し
、
俸
五
百
石
を
奥
へ
ら
れ
た
が
、
正

保
一
元
年
小
左
衛
門
の
裂
後
、
光
高
の
命
に
よ
り
更
に

そ
の
弟
を
養
子
と
し
三
百
石
を
賜
は
っ
た
。
こ
れ
即

ち
勘
十
郎
室
長
で
あ
る
。
室
長
賀
永
五
年
御
鹿
式
横

目
と
な
り
、
二
百
石
を
加
へ
ら
れ
、
入
年
持
弓
頭
に

轄
じ
、
天
和
三
年
奥
小
将
裁
許
を
粂
ね
、
貞
享
三
年

大
組
頭
、
元
総
三
年
鎗
事
行
を
綬
て
、
四
年
五
周
十

日
残
し
た
。

ヨ
イ
ヅ
ミ
タ
ダ
ア
キ
小
泉
審
臆
泊
稽
宗
左
衛

門
。
定
番
御
歩
爵
潟
役
よ
り
出
で
‘
文
化
十
一
一
年
尖

新
兵
衛
策
祐
の
泊
知
八
十
石
を
製
ぎ
、
組
外
に
列

し
、
文
政
元
年
商
御
土
蔵
奉
行
に
任
じ
、
七
年
三
十

石
を
加
へ
、
天
保
四
年
衆
御
醤
物
奉
行
に
補
し
た
が
、

六
年
磁
を
兎
ぜ
ら
れ
た
。

ヨ
イ
ヅ
ξ
チ
カ
タ
カ
小
泉
観
尊
遁
稽
守
之
助
・

蔚
右
衛
門
。
寛
政
十
一
年
見
粥
守
の
也
知
百
石
を
襲

ぎ
、
定
番
御
服
組
に
列
し
、
・
江
戸
御
腐
敗
番
・
同
御

用
建
を
経
、
文
政
十
年
五
十
石
を
加
へ
、
天
保
二
年

物
顕
抽
出
と
な
り
、
九
年
間
四
用
六
十
二
践
を
以
て
残

し
た
。コ

イ
ヅ
ミ
チ
カ
ヨ
シ
小
泉
親
由
泊
抑
制
漏
門
。

天
明
五
年
新
番
と
な
り
、
結
仙
防
御
用
人
加
入
を
勤

め
、
次
い
で
新
知
百
一
告
を
党
け
、
同
御
用
人
に
資
っ

た
。
子
路
相
鑓
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ヨ
イ
ヅ
ミ
ホ
小
泉
保
石
川
郡
に
在
。
、
長
路

二
年
四
万
十
六
日
の
柏
野
神
社
文
書
に
見
え
て
同
世

領
で
あ
っ
た
。
康
正
二
年
造
内
製
段
銭
弁
凶
役
引
付

に
も
、
『
一
貫
文
、
妙
蹴
院
、
布
野
枇
領
加
賀
閥
小
泉

保
一
分
段
銭
。
』
と
あ
る
o
後
悦
笛
樫
舵
内
に
泉
・
西

泉
・
米
泉
・
泉
野
が
あ
る
が
、
或
は
之
に
捻
る
か
も
知
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コ
イ
.Vミ
マ
ン
Z
号
ン
小
泉
寓
右
衛
門
初
め

傍
次
、
後
図
流
。
亭
保
九
年
御
郵
用
者
に
召
抱
へ
ら

一昨』
ι
J
f
d
T
P
，

t
L
t
;
J
t
a
t
-
f
;
z
a
J
7
l
、

2
T
4

れ
、
費
腐
六
年
小
頭
部
と
し
て
新
知
七
十
石
を
受

け
、
明
和
二
年
坊
主
顕
と
な
り
、
同
年
十
周
サ
八
日

六
十
三
歳
を
以
て
残
し
た
。
四
代
源
四
郎
願
休
の
時
‘

文
政
七
年
五
周
白
書
を
仕
損
じ
、
知
行
を
召
上
げ
ら

れ
、
生
涯
十
人
扶
持
を
受
け
た
。

コ
イ
ヅ
ミ
ヤ
イ
チ
ロ
小
泉
踊
市
部
前
田
利
長

に
仕
へ
、
天
正
十
二
年
末
森
城
の
援
軍
に
出
征
温
聞

し
た
。
子
十
郎
右
衛
門
家
を
嗣
い
だ
が
‘
慶
長
元
年

残
し
て
男
子
な
く
、
鑓
に
絶
炊
し
た
。
一
女
後
に
利

常
の
老
女
と
な
り
、
侍
従
と
癖
せ
ら
れ
‘
そ
の
養
子

勘
十
郎
軍
長
に
京
っ
て
吏
に
家
を
興
し
た
。

コ
イ
ト
小
伊
戸
鳳
笠
郡
曾
又
の
内
の
小
字
。

ゴ
イ
ン
ヤ
タ
御
印
設

J
コ
モ
ノ
ナ
リ
小
物

成。
コ
イ
ン
リ
ヨ
ウ
セ
イ
小
限
夏
勢
白
山
に
住
ん

だ
行
者
で
あ
る
。
白
山
記
に
、
長
久
壬
午
の
年
出
雲
，

小
院
良
勢
と
い
ふ
感
出
圧
が
あ
っ
て
、
越
前
室
に
住

ん
で
屑
た
。
そ
の
性
凶
巡
そ
の
行
非
法
。
繕
現
を
そ

の
方
の
坂
本
に
下
し
翠
り
、
三
方
の
座
主
別
常
を
遁

退
け
て
、
審
人
の
泌
ら
す
る
物
を
抑
領
し
た
。
図
っ

て
加
賀
席
指
の
行
人
等
之
を
俄
b
、
彼
の
良
勢
が
住

む
加
の
室
戸
を
打
縫
い
で
‘
そ
の
内
に
寄
宿
す
る
参

入
を
出
し
た
後
、
火
を
政
っ
て
鍛
殺
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
跨
る
。

ゴ
ウ
郷
〈
一
〉
和
名
抄
記
載
の
郷

l
卒
安
朝
に

於
け
る
諸
凶
の
郷
名
は
、
和
名
抄
に
よ
っ
て
停
へ
ら

れ
る
。
こ
の
番
は
も
と
源
隔
の
著
す
厨
で
あ
る
が
、

今
十
巻
本
と
二
十
谷
本
と
が
あ
る
。
後
者
を
前
者
に

比
す
る
時
は
、
時
令
・
柴
曲
・
湯
葉
・
官
鞍
・
凶
郡
・
殿

舎
の
六
部
門
が
多
い
。
是
を
以
て
事
者
の
設
に
、
古

来
顕
昭
・
仙
挺
・
ト
部
殺
永
・
源
醤
成
等
の
此
の
密
を

引
用
す
る
に
、
未
だ
曾
て
か
の
六
縞
に
及
ん
だ
こ
と

あ
る
を
見
ぬ
。
放
に
二
十
巻
本
が
源
服
の
原
著
で
な

H
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い
こ
と
が
わ
か
る
と
。
こ
の
詣
貨
に
肯
緊
に
笛
る
。

併
し
類
襲
名
義
抄
・
伊
呂
波
字
額
抄
の
中
に
佐
々
ご

十
巻
本
に
錬
る
も
の
が
あ
る
と
、
本
朝
番
目
に
爾
本

併
び
載
せ
る
と
に
よ
っ
て
、
二
十
巻
本
も
亦
甚
だ
し

く
後
世
の
も
の
で
な
い
と
せ
ら
れ
る
0
.而
し
て
郷
名

は
二
十
巻
本
の
同
郡
部
に
載
せ
る
厨
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
時
代
を
源
順
よ
b
も
大
に
引
下
げ
て
考
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
本
曹
に
加
賀
・
能
賢
二
闘
の
郷
名
と
し
て

掲
げ
た
も
の
は
左
の
溜
り
で
あ
る
。

加
賀
凶

江
沼
郡

能
美
郡

石
川
郡

加
賀
郡

能
菅
凶

羽
咋
郡

能
管
郡

鳳
至
郡
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下
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長 加
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波奈寓加
国加' 之

館小
都屋

竹
原
約
十
馴

三
枝
一
銭

八
回
也
多

山
上
刷
制

椋
部

井
手
井
天

大
桑
一

mm
…

弁
家
一
紋

鹿
家

都羽
知咋
都 J乞波
知久

越
蘇
恵
一
曾

奥
木
興
一
般

神
戸

ハ
男
心
〉

二
九
O

日
置
比
舵
草
見

大

足

徐

戸

以
上
は
和
名
類
寮
抄
元
和
本
に
擦
っ
て
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
忘
・
波
は
忌
披
の
談
、
江
多
は
阿

賀
多
の
旗
、
騨
家
は
郡
家
の
謀
、
太
海
は
大
擦
の
謀
、

櫛
は
櫛
師
の
認
で
あ
り
、
男
心
は
異
本
に
見
え
る
が

元
利
本
に
訴
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
ニ
〉
和
名
抄
の
鈴
間
ー
そ
の
上
和
名
抄
に
は
甚
だ
し

い
錯
側
聞
が
あ
っ
て
、
そ
の
石
川
端
に
腿
す
と
せ
る
大

野
・
芹
問
・
井
家
は
之
を
加
賀
郡
に
移
し
、
加
賀
郡
に

回
す
と
せ
る
玉
売
を
石
川
郡
に
移
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日
本
地
理
志
料
に
は
、
和
名
抄
高
山
寺
本
に
銭
っ
て
、

大
桑
・
大
野
・
芹
回
・
弁
家
の
四
郷
を
加
賀
郡
と
し
、

玉
売
も
同
じ
〈
加
賀
郡
に
麗
す
と
す
る
も
、
亦
謬
っ

て
ゐ
る
。
前
記
の
如
〈
改
め
る
時
は
、
石
川
郡
は
十

郷
、
加
賀
榔
は
六
郷
と
な
る
が
、
和
名
抄
の
郷
蚊
は
、

闘
よ
り
弘
仁
十
四
年
分
榔
の
時
の
敏
に
一
致
す
べ
き

も
の
で
も
な
く
、
終
た
和
名
抄
編
纂
笛
時
の
貨
敏
に

符
合
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
こ
の
踏
に
聡
い

て
は
深
く
慮
る
必
要
が
な
か
ら
う
。

会
一
〉
和
名
抄
編
壊
の
目
的

l
和
名
抄
の
凶
榔
部
は
、

そ
の
絹
漉
の
円
的
、
地
名
の
穂
郡
を
教
へ
る
に
あ
っ

て
、
行
政
府
間
載
を
明
ら
か
に
す
る
震
で
は
な
い
。
是

を
以
て
郷
名
が
部
省
と
同
じ
い
揚
合
の
如
き
は
、
全

然
之
を
省
略
す
る
例
で
あ
る
。
高
山
寺
本
和
名
抄
に

は
、
『
有
v
郡
諮
=
之
郡
家
↓
有
v
騨
諒
=
之
騨
家
刊
以
寄
=

諸
枇
-
組
側
昌
之
紳
戸
4

不
v
入
=
班

m-詔
昌
之
傍
戸
4

ロ

ハ
義
カ
〉
異
名
問
。
除
而
不
v
載
。
』
と
い
う
て
ゐ
る
。

そ
の
俄
戸
に
闘
す
る
説
明
は
賛
成
し
得
ぬ
が
、
編
者

の
窓
の
あ
る
所
は
之
に
闘
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
腕
級
の
郷
敏
は
賞
敏
よ
り
も
少
い
わ
け

で
あ
る
。
日
本
地
理
志
料
に
も
、
能
管
郷
・
関
東
郷
の

如
き
は
、
必
ず
一
郷
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ら
う
と

珠
洲
郡
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